
不
Ｅ
切
点
呼
処
分
拡
大
へ
計
２
千
局
か

郵
便
物
の
配
送
な
ど
に
軽

貨
物
自
動
車
を
使
う
郵
便
局

に
国
土
交
通
省
が
監
査
を
行

い
、
運
転
手
へ
の
点
呼
の
実

施
が
不
適
切
だ
っ
た
と
し

て
、
国
交
省
は
１
日
、
全
国

の
１
■
１
局
に
軽
貨
物
車
の

使
用
停
止
処
分
を
通
知
し

た
。
処
分
は
郵
便
局
ご
と
で

順
次
科
さ
れ
、
関
係
者
に
よ

る
と
最
終
的
に
は
、
全
国
約

３
２
０
０
局
の
う
ち
約
２
千

局
に
な
る
見
通
し
と
い
う
。

▼
２
面
――
配
違
ま
た
打
撃

日
本
郵
便
は
す
で
に
一
般

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許

可
を
取
り
消
さ
れ
、
拠
点
間

の
輸
送
に
使
う
ト
ラ
ッ
ク
な

ど
約
２
５
０
０
台
が
使
え
な

い
“
軽
バ
ン
な
ど
軽
貨
物
車

は
全
国
で
約
３
万
２
千
台
保

有
し
、
ト
ラ
ッ
ク
以
上
の
配

達
の
主
力
だ
が
、
停
止
は
数

千
台
に
な
る
見
通
し
で
、
経

営
に
さ
ら
な
る
影
響
が
出
る

と
み
ら
れ
る
ρ

処
分
は
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
法
違
反
の
認
定
に
基
づ

く
。
国
交
省
に
よ
る
と
、
処

分
対
象
の
郵
便
局
は
、
運
転

手
の
健
康
状
態
な
ど
を
調
べ

る
法
定
の
点
呼
を
し
て
い
な

か
っ
た
り
、
点
呼
を
し
て
い

な
い
の
に
実
施
し
た
よ
う
に

記
録
を
改
ざ
ん
し
た
り
し
て

い
た
。
処
分
は
８
日
か
ら

で
、
対
象
の
１
■
１
局
は
計

１
８
８
台
が
、
１５
～
１
６
０

日
ず
つ
使
え
な
く
な
る
。
対

象
局
は
車
検
証
と
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ト
ト
の
返
納
手
続
き
を

と
る
。
日
本
郵
便
の
小
池
信
也
社

長
は
１
日
に
記
者
会
見
を
開

き
、
謝
罪
し
た
。
同
業
他
社

へ
の
委
託
や
、
処
分
対
象
外

の
軽
貨
物
車
を
活
用
す
る
こ

と
で

「こ
れ
ま
で
と
同
様
に

郵
便
や
ゆ
う
パ
ッ
ク
の
サ́
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
」
と
話
し

た
。
　

　

（偏

隻

）

国土交通省から行政処分を受

吻兌醤肇雷轍奮3


